
大
衆
の
政
治
意
識
に
関
す
る
一
考
察

（四）

i
特
に
鹿
児
島
県
民
の
政
治
意
識
の
地
域
的
諸
様
相
に
つ
い
て
ー
　
　
（
そ
の
2
）

最
勝
寺

隼

人

目

次

　
　
　
年
令
層
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識

　
　
　
支
持
政
党
別
地
域
住
民
の
年
令
層
別
政
治
意
識
（
以
上
本
号
）

　
　
　
年
令
層
別
・
性
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識

　
　
　
性
別
・
支
持
政
党
別
地
域
住
民
の
年
令
層
別
政
治
意
識

　
　
　
年
令
層
別
地
域
住
民
の
性
別
政
治
意
識

　
幻
　
支
持
政
党
別
地
域
住
民
の
職
業
別
政
治
意
識

　
）
　
職
業
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識

　
　

　
　　 一

　
ま
　
え
　
が
　
き

二
　
年
令
層
別
地
域
住
民
の
政
党
支
持
と
政
治
意
識
の
諸
様
相

　
　
1（　

　
2（ラ

　
3（ラ

　
4

　
（　

　
5

　
（

三
　
職
業
別
地
域
住
民
の
政
党
支
持
と
政
治
意
識
の
諸
様
相
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鋤
　
職
業
別
・
性
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識

　
の
　
性
別
・
支
持
政
党
別
地
域
住
民
の
職
業
別
政
治
意
識

　
ゆ
　
職
業
別
地
域
住
民
の
性
別
政
治
意
識

四
　
学
歴
別
地
域
住
民
の
政
党
支
持
と
政
治
意
識
の
諸
様
相

　
の
　
学
歴
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識

　
勿
　
支
持
政
党
別
地
域
住
民
の
学
歴
別
政
治
意
識

　
紛
　
学
歴
別
・
性
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識

　
の
　
性
別
・
支
持
政
党
別
地
域
住
民
の
学
歴
別
政
治
意
識

　
ゆ
　
学
歴
別
地
域
住
民
の
性
別
政
治
意
識

五
　
む
　
　
す
　
　
び
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ま
　
え
　
が
　
き

　
本
稿
は
、
そ
の
論
旨
か
ら
い
え
ば
、
本
紀
要
前
号
（
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要
法
学
論
集
第
一
号
1
四
〇
・
一
二
・
三
〇
1
）
に
発
表
し

た
拙
稿
（
大
衆
の
政
治
意
識
に
関
す
る
｝
考
察
口
）
の
う
ち
、
特
に
「
三
　
地
域
住
民
の
政
党
支
持
と
政
治
意
識
の
諸
様
相
」
の
続
稿
を
な
す

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
特
に
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
別
稿
の
形
式
で
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
即
ち
、
大
衆
の
政
治
意
識
の
様

相
を
能
う
限
り
多
角
的
に
研
究
し
、
そ
の
実
態
に
接
近
す
る
た
め
に
、
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
は
、
地
域
的
環
境
と
当
該
地
域
住
民
の
政
治
意
識

の
関
係
な
ら
び
に
地
域
的
環
境
を
異
に
す
る
住
民
相
互
問
の
政
治
意
識
の
較
差
を
考
察
す
る
と
共
に
、
政
党
政
治
の
下
で
は
、
地
域
大
衆
の
政

党
支
持
の
実
態
を
基
礎
に
し
て
政
治
意
識
を
分
析
し
な
け
れ
ば
、
彼
等
の
政
治
意
識
を
科
学
的
に
把
握
し
得
な
い
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
地

域
住
民
が
そ
の
支
持
す
る
政
党
の
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
政
治
意
識
の
相
異
や
地
域
的
特
色
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
最
後
に
、
地
域
住

民
を
性
別
に
分
け
、
支
持
政
党
を
異
に
す
る
性
別
の
地
域
住
民
が
、
ま
た
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
性
別
の
地
域
住
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ

う
な
政
治
意
識
の
様
相
を
示
す
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
制
限
紙
数
の
関
係
で
極
め
て
不
本
意
な

も
の
に
終
っ
た
。
し
か
も
、
政
党
政
治
下
の
地
域
大
衆
の
政
治
意
識
を
精
細
に
究
明
す
る
た
め
に
、
よ
り
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
思
は
れ
る
次

の
諸
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
紙
幅
の
都
合
で
す
べ
て
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
稿
を
更
め
て
検
討
す
る
こ
と
を
妥
当
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
政
党
政
治
下
の
地
域
大
衆
の
政
治
意
識
の
具
体
的
な
諸
様
相
を
精
密
に
究
明
す
る
た
め
に
検
討
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
第
一
点
は
、

年
令
層
別
地
域
住
民
の
政
党
支
持
の
実
態
と
政
治
意
識
の
関
係
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
v
臼
の
ω
　
支
持
政

党
を
異
に
す
る
年
令
層
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識
、
回
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
地
域
住
民
の
年
令
層
別
政
治
意
識
、
吻
　
ω

支
持
政
宛
を
異
に
す
る
年
令
層
別
・
性
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識
、
＠
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
性
別
地
域
住
民
の
年
令
層
別

政
治
意
識
、
⑥
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
年
令
層
別
地
域
住
民
の
性
別
政
治
意
識
（
政
治
意
識
の
男
女
比
）
等
を
、
地
域
別
の
年
令
層
別
・
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性
別
調
査
対
象
者
の
投
票
行
動
の
分
析
結
果
と
地
域
的
環
境
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
点
は
、
職
業
別
地
域
住
民
の
政
党
支
持
の
実
態
と
政
治
意
識
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
ω
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

支
持
政
党
を
異
に
す
る
職
業
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識
、
＠
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
地
域
住
民
の
職
業
別
政
治
意
識
、
⑫

ω
　
支
持
政
党
を
異
に
す
る
職
業
別
・
性
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識
、
＠
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
性
別
地
域
住
民
の
職
業
別

政
治
意
識
、
⑥
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
職
業
別
地
域
住
民
の
性
別
政
治
意
識
（
政
治
意
識
の
男
女
比
）
等
を
、
地
域
別
の
職
業
別
・
性
別

調
査
対
象
者
の
投
票
行
動
の
分
析
結
果
と
地
域
的
環
境
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　
第
三
点
は
、
学
歴
別
地
域
住
民
の
政
党
支
持
の
実
態
と
政
治
意
識
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
臼
の

ω
　
支
持
政
党
を
異
に
す
る
学
歴
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識
、
＠
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
地
域
住
民
の
学
歴
別
政
治
意
識
、

幻
　
↑
D
　
支
持
政
党
を
異
に
す
る
学
歴
別
・
性
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識
、
＠
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
性
別
地
域
住
民
の
学

〔歴
別
政
治
意
識
、
⑥
　
支
持
政
党
を
同
一
に
す
る
学
歴
別
地
域
住
民
の
性
別
政
治
意
識
（
政
治
意
識
の
男
女
比
）
等
を
、
地
域
別
の
学
歴
別
・

性
別
調
査
対
象
者
の
投
票
行
動
の
分
析
結
果
と
地
域
的
環
境
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
右
に
挙
げ
た
諸
点
に
つ
い
て
順
次
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

一108一

二
　
年
令
層
別
地
域
住
民
の
政
党
支
持
と
政
治
意
識
の
諸
様
相

　
地
域
住
民
を
年
令
層
（
二
〇
才
台
・
三
〇
才
台
・
四
〇
才
台
お
よ
び
五
十
才
以
上
台
）
別
に
分
け
て
、
各
年
令
層
の
地
域
住
民
が
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
内
容
の
投
票
行
動
を
示
す
か
を
、
彼
等
の
政
党
支
持
の
実
態
を
基
礎
に
分
析
す
を
こ
と
は
、
政
党
政
治
下
に
お
け
る
大
衆
の
政
治

意
識
の
考
察
に
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
年
令
層
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
投
票
行
動
の
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
そ
れ
ぞ

れ
の
政
治
意
識
の
内
容
や
程
度
は
、
同
時
に
推
論
さ
れ
る
政
治
意
識
の
地
域
的
特
色
と
相
侯
っ
て
、
代
議
制
政
党
政
治
の
将
来
を
ト
す
る
重
要

な
鍵
を
な
す
も
の
で
あ
る
。



（1）

年
令
層
別
地
域
住
民
の
支
持
政
党
別
政
治
意
識

　
第
一
に
、
各
地
域
の
年
令
層
別
の
住
民
が
、
そ
の
支
持
す
る
政
党
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
政
治
意
識
の
諸
様
相
ゑ
当
該
地
域
の
年

令
層
別
調
査
対
象
者
の
投
票
行
動
の
分
析
〔
後
掲
（
資
料
そ
の
ー
）
お
よ
び
（
資
料
そ
の
2
）
参
照
〕
に
基
づ
い
て
、
地
域
別
且
つ
支
持
政
党

別
に
検
討
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
　
各
地
域
を
通
じ
、
ま
た
い
ず
れ
の
年
令
層
に
お
い
て
も
、
革
新
政
党
支
持
者
の
政
治
意
識
が
、
保
守
政
党
支
持
者
の
そ
れ
よ
り
も
相
当

程
度
に
高
い
の
み
で
な
く
、
は
る
か
に
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
先
ず
、
政
治
意
識
の
最
も
明
瞭
な
「
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
革
新
政
党
支
持
者
（
西
桜
島
村
の
五
〇
才
以
上
台

に
は
該
当
者
な
し
〔
た
だ
し
、
　
「
政
策
十
人
物
型
」
に
五
〇
・
○
％
を
占
め
る
〕
）
に
あ
っ
て
は
、
阿
久
根
市
お
よ
び
大
隅
町
の
四
〇
才
台
の

比
率
（
い
ず
れ
も
ニ
ニ
・
二
％
）
が
、
横
川
町
の
二
〇
才
台
な
ら
び
に
四
〇
才
台
お
よ
び
南
種
子
町
の
三
〇
才
台
の
保
守
政
党
支
持
者
の
占
め

る
比
率
（
二
五
・
○
％
お
よ
び
二
七
・
八
％
）
に
僅
か
に
劣
る
以
外
は
、
地
域
．
年
令
層
を
問
は
ず
、
保
守
政
党
支
持
者
の
場
合
に
比
較
し
て

相
当
に
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

　
こ
れ
を
更
に
地
域
別
且
つ
具
体
的
に
み
る
と
、
　
↑
0
　
阿
久
根
市
の
場
合
、
　
革
新
政
党
支
持
者
で
「
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
保

守
政
党
支
持
者
の
場
合
に
比
べ
て
、
二
〇
才
台
で
四
倍
強
（
百
分
比
八
○
・
八
対
｝
九
・
こ
i
以
下
括
弧
内
数
字
は
百
分
比
を
示
す
ー
）
、
三
〇
才

台
で
二
倍
強
（
六
八
・
五
対
三
一
・
五
）
、
四
〇
才
台
で
は
僅
か
に
四
・
三
％
の
較
差
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
五
倍
強

（
八
三
・
八
対
一
六
・
二
）
の
比
率
を
示
し
て
い
る
。
＠
　
横
川
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
約
三
倍
（
七
二
．
二
対
二
七
．
八
）
、
三
〇
才
台

で
六
倍
（
八
五
・
八
対
一
四
・
二
）
、
四
〇
才
台
で
三
倍
強
（
七
二
・
七
対
二
七
・
三
）
、
そ
し
て
五
〇
才
以
上
台
で
は
九
倍
強
（
九
〇
．
一

対
九
・
九
）
と
い
う
驚
異
的
な
比
率
に
な
っ
て
い
る
。
の
　
大
隅
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
お
よ
び
三
〇
才
台
で
は
共
に
三
倍
強
（
七
三
．
○
対

二
七
・
○
お
よ
び
七
八
・
○
対
二
二
・
○
）
、
ま
た
四
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
で
は
共
に
二
倍
強
（
六
七
・
五
対
三
二
・
五
お
よ
び
七
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三
二
対
二
六
・
九
）
と
い
う
比
率
を
示
し
て
い
る
。
口
　
西
桜
島
村
の
場
合
、
二
〇
才
台
に
は
保
守
政
党
支
持
者
で
こ
の
型
の
投
票
行
動
を

と
る
者
が
な
く
、
四
〇
才
台
に
は
革
新
政
党
を
支
持
す
る
者
が
な
く
、
更
に
五
〇
才
以
上
台
に
は
革
新
政
党
支
持
者
で
こ
の
型
の
投
票
行
動
を

と
る
者
が
な
い
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
年
令
層
に
つ
い
て
の
政
治
意
識
の
較
差
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
両
政
党
の
支
持
者
で
こ

れ
に
該
当
す
る
者
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
三
〇
才
台
の
み
を
比
較
す
る
と
六
倍
弱
（
八
五
・
O
対
一
五
・
O
）
の
比
率
に
な
る
。
㈱
　
南
種

子
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
お
よ
び
三
〇
才
台
で
は
共
に
二
倍
強
（
六
七
・
八
対
三
二
・
二
　
お
よ
び
六
四
・
三
対
三
五
・
七
）
、
五
〇
才
以
上

台
で
は
三
倍
強
（
七
七
・
九
対
二
二
二
）
と
い
う
比
率
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
四
〇
才
台
に
は
保
守
政
党
支
持
者
で
こ
の
型
の
投
票
行
動

を
と
る
者
が
い
な
い
た
め
に
、
政
治
意
識
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
　
「
政
策
支
持
」
の
み
に
徹
す
る
ほ
ど
の
明
確
な
政
治
意
識
は
持
た
な
い
が
、
政
党
の
政
策
と
関
連
づ
け
て
特
定
候
補
者
を
支
持
す
る

と
い
う
、
比
較
的
に
明
瞭
な
政
治
意
識
に
よ
っ
て
投
票
す
る
「
政
策
十
人
物
型
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
保
守
政
党
支
持
者
に
お
い
て
は
、
南
種

子
町
の
四
〇
才
台
の
三
一
・
二
％
が
最
高
の
行
動
比
率
（
最
低
率
は
阿
久
根
市
二
〇
才
台
の
六
・
○
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
革
新
政
党
支

持
者
の
場
合
は
、
横
川
，
町
の
三
〇
才
台
お
よ
び
西
桜
島
村
の
五
〇
才
以
上
台
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
最
高
率
は
五
〇
・
O
％
に
達
し
て
い
る
。

即
ち
、
こ
れ
ら
地
域
の
革
新
政
党
支
持
者
の
う
ち
、
当
該
年
令
層
の
五
割
に
も
及
ぶ
多
数
が
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
・
に
「
政
策
十
人
物
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
の
革
新
政
党
支
持
者
と
保
守
政
党
支
持
者
と
の
割
合
を
地
域
別
且
つ
年
令
層
別
に
比
較
検

討
す
る
と
、
↑
り
阿
久
根
市
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
三
倍
（
七
八
・
九
対
一
工
・
一
）
の
比
率
で
あ
る
が
、
三
〇
才
台
で
は
む
し
ろ
保
守
政
党

支
持
者
が
四
・
五
％
上
回
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
〇
才
台
で
は
三
倍
弱
（
七
一
・
四
対
二
八
・
六
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
約
三
倍
（
七
二

・
九
対
二
七
・
一
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
革
新
政
党
支
持
者
が
高
率
を
占
め
て
い
る
。
＠
　
横
川
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
二
倍
弱

（
六
一
・
五
対
三
八
・
五
）
、
三
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台
で
は
共
に
二
倍
（
六
六
・
七
対
三
三
・
三
お
よ
び
六
六
・
六
対
三
三
・
四
）
で
あ

る
が
、
五
〇
才
以
上
台
の
革
新
政
党
支
持
者
に
は
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
が
い
な
い
の
で
、
こ
の
年
令
層
に
つ
い
て
の
政
治
意
識
の
比
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較
検
討
は
で
き
な
い
。
の
　
大
隅
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
四
倍
弱
（
七
八
・
三
対
二
一
・
七
）
、
三
〇
才
台
で
二
倍
強
（
七
〇
・
三
対
二
九

・
七
）
、
四
〇
才
台
で
三
倍
強
（
七
五
・
五
対
二
四
・
五
）
、
そ
し
て
五
〇
才
以
上
台
で
は
二
倍
に
近
い
比
率
（
六
四
・
五
対
三
五
．
五
）
を

示
し
て
い
る
。
の
　
西
桜
島
村
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
両
者
の
較
差
は
僅
少
（
五
五
．
六
対
四
四
．
四
）
で
あ
る
が
、
五
〇
才
以
上
台
で
は

四
倍
（
八
○
・
○
対
二
〇
・
O
）
と
い
う
高
率
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
〇
才
台
に
け
革
新
政
党
支
持
者
で
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る

者
は
な
く
、
ま
た
四
〇
才
台
に
は
革
新
政
党
の
支
持
者
が
い
な
い
の
で
、
両
者
の
政
治
意
識
を
比
較
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
困
　
南
種

子
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
三
倍
強
（
七
六
・
O
対
二
四
・
○
）
、
三
〇
才
台
で
一
・
五
倍
（
六
〇
・
○
対
四
〇
・
○
）
と
い
う
比
率
を
示
し

て
い
る
が
、
四
〇
才
台
で
は
逆
に
保
守
政
党
支
持
者
が
革
新
政
党
支
持
者
の
二
倍
弱
（
六
五
・
｝
対
三
四
・
九
）
と
い
う
比
率
を
占
め
て
い
る
。

な
お
、
五
〇
才
以
上
台
に
は
革
新
政
党
支
持
者
で
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
が
い
な
い
の
で
、
こ
の
年
令
層
に
つ
い
て
の
両
者
の
政
治
意

識
の
較
差
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
次
に
、
以
上
二
つ
の
投
票
行
動
型
と
は
異
質
で
あ
り
、
か
か
る
投
票
行
動
型
を
と
る
者
が
多
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
彼
等
の
政
治
意
識
は
曖
味
且

つ
低
劣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
地
元
型
」
お
よ
び
「
人
物
＋
地
元
型
」
、
即
ち
、
政
党
の
政
策
と
は
無
関
係
に
特
定
候
補
者
の
人
物
や
彼
と

地
元
と
の
関
係
に
投
票
の
動
機
を
求
め
る
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
革
新
政
党
支
持
者
に
し
て
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
阿
久
根

市
の
四
〇
才
台
（
五
・
六
％
ー
「
地
元
型
」
の
み
、
以
下
同
前
1
）
お
よ
び
南
種
子
町
の
二
〇
才
台
な
ら
び
に
三
〇
才
台
（
い
ず
れ
も
一
六
・
七

％
）
に
僅
か
に
「
例
外
的
」
と
い
い
得
る
程
度
に
し
か
見
出
せ
な
い
の
に
対
し
て
、
保
守
政
党
支
持
者
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
地
域
で
も
、

ま
た
年
令
層
を
間
は
ず
、
そ
の
一
割
な
い
し
四
割
が
例
外
な
く
「
地
元
型
」
ま
た
は
「
人
物
＋
地
元
型
」
投
票
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
保
守
政
党
支
持
者
の
う
ち
に
は
、
政
党
の
政
策
を
軸
と
し
て
運
用
さ
れ
る
政
党
政
治
、
ま
た
ど
の
政
党
を
政
策
の
運
用
者
と
し
て
選
定

す
べ
き
か
を
決
定
す
る
た
め
の
選
挙
に
対
す
る
認
識
を
欠
く
者
の
相
当
数
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
守
政
党
支
持
者
の

政
治
意
識
は
、
革
新
政
党
支
持
者
の
そ
れ
に
比
べ
て
相
当
に
曖
味
且
つ
低
劣
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
実
態
を
地
域
別
に
み
む
と
（
保
守
政
党
支
持
者
の
み
）
、
ω
　
阿
久
根
市
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
三
五
・
八
％
（
「
地
元
型
」
一
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六
・
四
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
㌧
一
九
・
四
％
）
、
三
〇
才
台
で
も
同
じ
く
三
五
・
八
％
（
「
地
元
型
」
一
九
・
四
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
一

六
・
四
％
）
、
四
〇
才
台
で
四
六
・
五
％
（
「
地
元
型
」
三
二
・
二
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
一
四
・
三
％
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
四
三
・
O

％
（
「
地
元
型
」
三
〇
・
六
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
一
二
・
四
％
）
で
あ
り
、
＠
　
横
川
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
二
五
・
○
％
（
「
地
元

型
」
の
み
）
、
三
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台
で
は
共
に
二
五
・
O
％
（
い
ず
れ
も
「
地
元
型
」
八
・
三
％
、
「
人
物
＋
地
元
型
」
一
六
・
七
％
）
、

五
〇
才
以
上
台
で
一
一
・
一
％
（
「
地
元
型
」
の
み
）
を
示
し
、
の
　
大
隅
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
一
〇
・
七
％
（
「
地
元
型
」
七
・
一
％
、

「
人
物
十
地
元
型
」
三
・
六
％
）
、
三
〇
才
台
で
二
八
・
二
％
（
「
地
元
型
」
九
・
四
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
一
八
・
八
％
）
、
四
〇
才
台

で
三
二
・
二
％
（
「
地
元
型
」
七
・
二
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
二
五
・
○
％
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
三
一
・
六
％
（
「
地
元
型
」
一
コ
・
一

％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
一
〇
・
五
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
口
　
西
桜
島
村
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
三
〇
・
○
％
（
「
地
元
型
」
・
「
人
物
＋

地
元
型
」
共
に
一
五
・
O
％
）
、
三
〇
才
台
で
一
七
・
六
％
（
「
人
物
＋
地
元
型
」
の
み
）
、
四
〇
才
台
で
三
七
・
五
％
（
「
地
元
型
」
六
・

二
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
三
一
二
二
％
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
二
一
・
五
％
（
「
人
物
＋
地
元
型
」
の
み
）
で
あ
り
、
㈱
　
南
種
子
町
の
場

合
、
二
〇
才
台
で
三
一
・
六
％
（
「
地
元
型
」
一
〇
・
五
％
、
「
人
物
＋
地
元
型
」
二
一
・
一
％
）
、
三
〇
才
台
で
　
六
・
七
％
（
「
地
元
型
」

五
・
六
％
、
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
二
・
一
％
）
、
四
〇
才
台
で
四
三
・
八
％
（
「
地
元
型
」
六
二
二
％
、
「
人
物
＋
地
元
型
」
三
七
・
五
％
）
、

五
〇
才
以
上
台
で
三
九
・
四
％
（
「
地
元
型
」
一
〇
・
八
％
、
　
「
人
物
十
地
元
型
」
二
八
・
六
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
に
よ
っ

て
、
前
に
述
べ
た
推
論
が
誤
り
で
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

　
更
に
　
ど
の
よ
う
な
動
機
に
基
づ
い
て
投
票
し
た
か
を
判
ら
な
い
か
忘
れ
た
と
い
う
政
治
意
識
の
極
め
て
低
劣
と
考
え
ら
れ
る
「
D
・
K
型
」

投
票
行
動
を
と
る
者
に
つ
い
て
み
て
も
、
殆
ん
ど
の
地
域
に
お
い
て
、
保
守
政
党
支
持
者
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
尤
も
、
西
桜
島
村
の
革
新

政
党
支
持
者
に
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
の
異
常
に
多
い
こ
と
〔
た
だ
し
、
四
〇
才
台
に
は
革
新
政
党
支
持
者
な
し
〕
は
、
同
地
域
住
民
全

般
の
政
治
意
識
の
曖
味
さ
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
革
新
政
党
支
持
者
に
み
ら
れ
る
一
般
的
傾
向
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
）
。

　
こ
れ
を
地
域
別
に
み
る
と
、
ω
　
阿
久
根
市
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
一
二
・
○
％
（
革
新
政
党
支
持
者
二
・
五
％
i
以
下
括
弧
内
数
字
は
革
新
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政
党
支
持
者
の
百
分
比
ー
）
、
三
〇
才
台
で
六
・
O
％
（
0
）
、
四
〇
才
台
で
一
六
・
○
％
（
0
）
、
五
〇
オ
以
上
台
で
一
七
・
四
％
（
0
）
が

こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
㈲
　
横
川
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
お
よ
び
三
〇
才
台
に
は
保
守
・
革
新
両
政
党
支
持
者
共
に
な
く
、
四

〇
才
台
で
八
・
三
％
（
0
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
五
・
六
％
（
0
）
を
示
し
て
い
る
。
の
　
大
隅
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
に
は
保
守
政
党
支
持

者
で
該
当
す
る
者
は
な
く
（
七
・
七
％
）
、
三
〇
才
台
で
二
一
・
八
％
（
0
）
、
四
〇
才
台
で
｝
○
・
七
％
（
0
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
一
五

・
八
％
（
0
）
と
な
っ
て
い
る
。
口
　
西
桜
島
村
の
場
合
、
こ
の
地
域
の
政
治
意
識
が
特
殊
な
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、

二
〇
才
台
で
一
五
・
○
％
（
二
五
・
O
％
）
、
三
〇
才
台
で
一
一
・
八
％
（
三
三
・
三
％
）
、
四
〇
才
台
で
一
八
・
八
％
（
0
）
、
五
〇
才
以

上
台
で
は
二
五
・
○
％
（
五
〇
・
O
％
）
と
い
う
よ
う
に
、
他
地
域
住
民
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
－
革
新
政
党
支
持
者
の
「
D
・
K

型
」
投
票
率
の
高
い
こ
と
；
を
示
し
て
い
る
。
㈱
南
種
子
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
一
五
・
八
％
（
0
）
、
三
〇
才
台
で
二
・
一
％
（
0
）
、

四
〇
才
台
で
六
・
三
％
（
0
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
一
七
・
八
％
（
0
）
を
占
め
て
い
る
。

　
以
上
、
地
域
別
に
保
守
政
党
支
持
者
の
年
令
層
別
「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
分
析
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
保
守
政
党
支
持
者
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
意
識
は
全
般
的
に
低
調
目
つ
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
同
時
に
、
候
補
者
個
人
の
政
見
や
人
物
の
み
を
重
視
し
て
、
政
党
の
政
策
を
考
慮
に
入
れ
な
い
た
め
に
、
政
党
政
治
の
下
で
は
む

し
ろ
政
治
意
識
の
不
明
確
さ
を
反
映
す
る
投
票
行
動
た
る
「
人
物
型
」
を
と
る
者
が
、
保
守
政
党
支
持
者
の
み
な
ら
ず
、
革
新
政
党
支
持
者
に

つ
い
て
も
、
横
川
町
お
よ
、
び
西
桜
島
村
の
場
合
を
む
し
ろ
例
外
と
し
て
、
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
ま
た
殆
ん
ど
の
年
令
層
に
わ
た
っ
て

見
出
さ
れ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
保
守
・
革
新
両
政
党
の
支
持
者
に
つ
い
て
彼
等
の
政
治
意
識
を
比
較
す
る
と
き

に
は
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
革
新
政
党
支
持
者
の
政
治
意
識
が
相
当
程
度
高
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
革
新
政
党
支
持
者
自
身
の
政

治
意
識
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
亦
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
か
ガ
・
一
－
人
物
型
」
投
票
行
動
の
実
態
を
地
域
別
（
た
だ
し
、
横
川
町
お
よ
び
西
桜
島
村
に
は
該
当
者
が
い
な
い
の
で
除
外
す
る
）
に
み
る

と
、
↑
の
　
阿
久
根
市
の
場
合
、
保
守
・
革
新
両
政
党
支
持
者
の
百
分
比
は
、
二
〇
才
台
で
は
略
々
均
衡
し
て
い
る
（
五
四
・
○
対
四
六
．
O
）
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が
、
三
〇
才
台
で
は
革
新
政
党
支
持
者
が
二
倍
強
（
＝
二
・
O
対
六
九
・
○
）
、
四
〇
才
台
で
は
革
新
政
党
支
持
者
が
ま
さ
に
四
倍
（
二
〇
・

O
対
八
○
・
○
）
を
占
め
、
五
〇
才
以
上
台
で
漸
く
再
び
均
衡
し
て
い
る
。
＠
　
大
隅
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
保
守
政
党
支
持
者
が
三
倍

（
七
五
・
○
対
二
五
・
O
）
を
示
し
て
い
る
が
、
三
〇
才
台
に
は
革
新
政
党
支
持
者
に
該
当
す
る
者
な
く
、
四
〇
才
台
で
は
保
守
政
党
支
持
者

が
一
・
六
倍
（
六
三
・
○
対
三
七
・
○
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
革
新
政
党
支
持
者
が
一
・
六
倍
（
三
八
・
○
対
六
二
・
○
）
を
占
め
て
い
る
。

の
　
南
種
子
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
保
守
政
党
支
持
者
か
約
一
．
五
倍
（
六
一
・
○
対
三
九
．
O
）
、
三
〇
才
台
で
も
保
守
政
党
支
持
者
か

二
倍
弱
（
六
七
・
O
対
三
三
・
O
）
と
な
っ
て
い
る
か
、
四
〇
才
台
で
は
革
新
政
党
支
持
者
が
三
・
五
倍
（
二
二
・
○
対
七
八
．
○
）
、
五
〇

才
以
上
台
で
も
革
新
政
党
支
持
者
が
二
・
六
倍
（
二
八
・
O
対
七
二
・
O
）
と
い
う
比
率
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
⑧
　
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
ま
た
各
年
令
層
を
通
じ
て
、
支
持
政
党
不
明
者
の
政
治
意
識
は
、
革
新
政
党
支
持
者
の
そ
れ
と
の
対
比

に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
保
守
政
党
支
持
者
の
そ
れ
に
比
較
し
て
も
相
当
に
低
劣
且
つ
曖
味
で
あ
り
、
彼
等
は
、
政
党
政
治
の
下
で
は

最
も
警
戒
す
べ
き
大
衆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
支
持
政
党
不
明
者
の
投
票
行
動
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
D
・
K
型
」
に
お
い
て
、
大
隅
町
の
二
〇
才
台
（
「
政
策
型
」
五
〇
・
O
％
、
　
「
人

物
型
」
五
〇
・
O
％
で
一
－
D
・
K
型
」
な
し
）
を
例
外
と
し
て
、
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
ま
た
各
年
令
層
に
わ
た
っ
て
、
保
守
政
党
支

持
者
の
「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
支
持
政
党
不
明
者
の
五
割
な
い
し
全
貝
が
「
D
・
K
型
」
を
と

る
地
域
や
年
令
層
が
少
く
な
い
。
例
え
ば
、
阿
久
根
市
の
三
〇
才
台
や
大
隅
町
の
五
〇
才
以
上
台
で
は
五
〇
・
O
％
、
阿
久
根
市
の
四
〇
才
台

で
は
七
五
・
○
％
、
西
桜
島
村
の
各
年
令
層
や
南
種
子
町
の
二
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
で
は
一
〇
〇
・
O
％
が
「
D
・
K
型
」
投
票
行

動
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
・
に
、
　
「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
と
る
地
域
住
民
全
体
に
対
し
て
支
持
政
党
不
明
者
の
占
め
る
割
合
（
百
分
比
）
を
地
域
別
に
み
る
と
、

ω
　
阿
久
根
市
の
場
合
、
二
〇
才
台
に
お
い
て
七
七
・
五
（
保
守
一
八
・
六
、
革
新
三
・
九
）
、
三
〇
才
台
で
八
九
．
三
（
保
守
一
〇
．
七
、

革
新
0
）
、
四
〇
才
台
で
八
二
・
四
（
保
守
一
七
・
六
、
革
新
0
）
、
五
〇
才
以
上
台
に
お
い
て
六
九
・
○
（
保
守
＝
二
．
○
、
革
新
0
）
と
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な
っ
て
い
る
が
、
＠
　
横
川
町
に
は
支
持
政
党
不
明
者
は
皆
無
で
あ
る
の
で
、
同
地
域
住
民
の
う
ち
、
　
「
D
．
K
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、

保
守
政
党
支
持
者
（
四
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
）
の
み
で
あ
る
。
の
　
大
隅
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
革
新
政
党
支
持
者
の
み
が
こ

の
型
の
投
票
行
動
を
と
り
（
支
持
政
党
不
明
者
お
よ
び
保
守
政
党
支
持
者
に
は
該
当
す
る
者
な
し
）
、
三
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台
に
は
支
持

政
党
不
明
者
は
全
然
存
せ
ず
、
ま
た
革
新
政
党
支
持
者
で
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
が
い
な
い
た
め
に
、
保
守
政
党
支
持
者
に
こ
れ
を
見

出
し
得
る
の
み
で
あ
る
が
、
五
〇
才
以
上
台
に
お
い
て
は
七
六
・
○
（
保
守
二
四
・
○
、
革
新
0
）
を
占
め
て
い
る
。
口
　
西
桜
島
村
の
場
合

二
〇
才
台
で
七
一
・
五
（
保
守
一
〇
・
七
、
革
新
一
七
・
八
）
、
三
〇
才
台
で
六
九
・
○
（
保
守
八
・
一
、
革
新
二
二
・
九
）
、
四
〇
才
台
で

八
四
・
二
（
保
守
一
五
・
八
、
革
新
政
党
支
持
者
な
し
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
五
七
・
一
（
保
守
一
四
・
三
、
革
新
二
八
・
六
）
と
な
っ
て

い
る
。
㈹
　
南
種
子
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
八
六
・
四
（
保
守
コ
ニ
・
六
、
革
新
0
）
を
占
め
る
が
、
三
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台
に
は

保
守
政
党
支
持
者
の
み
に
こ
の
型
の
投
票
行
動
が
み
ら
れ
、
し
か
も
四
〇
才
台
に
は
支
持
政
党
不
明
者
そ
の
も
の
が
い
な
い
。
し
か
し
、
五
〇

才
以
上
台
で
は
八
四
・
九
（
保
守
一
五
・
一
、
革
新
0
）
の
高
率
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
支
持
政
党
不
明
者
が
、
自
己
の
投
票
動
機
や
投
票
の
意
義
を
意
識
し
な
い
無
定
見
な
投
票
行
動
た
を
「
D
・
K
型
」
に
お
い

て
、
彼
等
の
存
在
す
る
限
り
、
同
じ
く
「
D
・
K
型
」
を
と
る
地
域
住
民
の
七
割
な
い
し
九
割
と
い
う
驚
く
べ
き
高
率
を
占
め
る
と
い
う
こ
と

（
た
だ
、
西
桜
島
村
の
五
〇
才
以
上
台
の
場
合
は
例
外
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
は
、
彼
等
が
、
政
治
意
識
に
お
い
て
最
も
混
迷
状
態
に
あ

る
大
衆
た
る
こ
と
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
代
議
制
下
の
政
党
政
治
が
行
な
わ
れ
る
限
り
、
政
党
の
独
裁
化
へ
の
口
実
を
与
え
る
危
険
性

を
内
包
す
る
分
子
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
更
に
、
支
持
政
党
不
明
者
は
、
　
「
D
・
K
型
」
以
外
の
投
票
行
動
を
と
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
殆
ん
ど
は
非
政
策
的
な
投
票
行
動
1

「
人
物
型
」
・
「
地
元
型
」
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
等
1
を
と
り
、
　
「
政
策
型
」
投
票
行
動
は
極
め
て
稀
な
例
外
と
し
て
と
る
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
事
実
（
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
は
大
隅
町
の
二
〇
才
台
〔
五
〇
・
O
％
〕
に
見
出
し
得
る
の
み
で
あ
る
）
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
・
に
支
持
政
党
不
明
者
で
非
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
を
、
　
「
人
物
型
」
・
「
地
元
型
」
お
よ
び
「
人
物
＋
地
元
型
」
別
に
、
地
域
毎
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に
見
る
と
、
↑
D
　
阿
久
根
市
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
彼
等
の
六
六
・
六
％
が
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
　
「
人
物

型
」
と
「
地
元
型
」
お
よ
び
「
人
物
＋
地
元
型
」
は
そ
れ
ぞ
れ
均
衡
し
て
い
る
。
三
〇
才
台
で
は
五
〇
・
O
％
を
占
め
る
が
、
こ
の
う
ち
、
「
人

物
型
」
は
僅
か
に
一
二
・
五
％
で
、
残
り
三
七
・
五
％
は
「
地
元
型
」
と
い
う
閉
鎖
的
な
動
機
を
選
択
し
て
い
る
。
四
〇
才
台
で
は
全
員
が
「
人

物
型
」
で
二
五
・
O
％
を
占
め
て
い
る
。
五
〇
才
以
上
台
で
は
六
一
・
六
％
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
　
「
人
物
型
」
は
僅
か
に
七
・
七

％
に
す
ぎ
ず
、
五
三
・
九
％
が
「
地
元
型
」
と
い
う
近
視
眼
的
動
機
に
よ
っ
て
い
る
。
＠
　
横
川
町
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
支
持
政
党
不
明

者
が
い
な
い
の
で
、
検
討
の
必
要
は
な
い
。
の
大
隅
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
で
は
五
〇
・
○
％
が
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
全
て
人
物
本
位
の
投
票
（
「
人
物
型
」
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台
に
は
支
持
政
党
不
明
者
そ
の
も

の
が
存
在
し
な
い
が
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
五
〇
・
O
％
が
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
り
、
し
か
も
そ
の
全
部
が
「
地
元
型
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
口
　
西
桜
島
村
の
場
合
、
各
年
令
層
を
通
じ
て
非
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
は
皆
無
で
、
す
べ
て
「
D
・
K
型
」

を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
・
同
地
域
住
民
の
政
治
意
識
の
い
か
に
低
い
か
を
物
語
る
事
実
の
一
つ
と
し
て
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈱
　
南

種
子
町
の
場
合
、
二
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
で
は
、
西
桜
島
村
の
場
合
と
同
じ
く
、
全
員
が
「
D
・
K
型
」
を
と
っ
て
い
る
が
、
三
〇

才
台
で
は
逆
に
全
員
が
「
非
政
策
型
」
を
と
り
、
且
つ
一
地
元
型
」
を
選
択
し
て
い
る
。
な
お
、
四
〇
才
台
に
は
支
持
政
党
不
明
者
そ
の
も
の

を
見
出
し
得
な
い
。

　
要
す
る
に
、
政
党
政
治
や
選
挙
に
無
関
心
な
大
衆
が
、
各
地
域
を
通
じ
て
、
相
当
広
汎
に
存
在
す
る
事
実
は
、
今
後
の
代
議
制
政
党
政
治
を

選
挙
と
政
策
を
軸
に
し
て
健
全
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
政
治
の
運
用
を
大
衆
の
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
前
途
に
暗
影
を
投

ず
る
も
の
と
し
て
、
厳
に
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
．
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（2）

支
持
政
党
別
地
域
住
民
の
年
令
層
別
政
治
意
識

　
第
二
に
、
各
地
域
の
住
民
が
そ
の
支
持
政
党
別
に
示
す
政
治
意
識
の
種
々
相
を
、
当
該
地
域
の
年
令
層
別
調
査
対
象
者
の
投
票
行
動
の
分
析

〔
前
掲
（
資
料
そ
の
ー
）
お
よ
び
後
掲
（
資
料
そ
の
3
）
参
照
〕
を
通
し
て
、
地
域
別
且
つ
年
令
層
別
に
検
討
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
政
治
意

識
の
地
域
的
特
色
や
年
令
層
的
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
．

　
㈹
　
阿
久
根
市
の
場
合

　
保
守
政
党
支
持
者
に
お
い
て
は
、
中
年
層
（
三
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台
）
の
政
治
意
識
が
、
若
年
層
や
老
年
層
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
が
、

革
新
政
党
支
持
者
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
逆
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
。

　
先
ず
保
守
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
で
は
八
・
九
％
（
一
六
．
二
i
「
政
策
型
」

を
と
る
全
保
守
政
党
支
持
者
に
対
し
て
占
め
る
百
分
比
、
以
下
括
弧
内
数
字
は
百
分
比
を
示
す
ー
）
で
あ
り
、
五
〇
才
以
上
台
で
も
一
一
・
六
％
（
二

一
・
二
）
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
三
〇
才
台
で
は
一
六
・
四
％
（
二
九
・
九
）
、
四
〇
才
台
で
は
一
七
・
九
％
（
三
二
．
七
）
を
占

め
て
、
二
〇
才
台
の
約
二
倍
の
高
率
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
　
「
政
策
＋
人
物
型
」
投
票
行
動
に
お
い
て
も
、
三
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台

は
、
二
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
を
そ
れ
そ
れ
上
回
っ
て
い
る
。
即
ち
、
二
〇
才
台
で
六
・
O
％
（
二
二
・
四
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
七

・
四
％
（
一
六
・
六
）
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
〇
才
台
は
二
二
・
四
％
（
五
〇
・
一
）
、
四
〇
才
台
は
八
・
九
％
（
一
九
・
九
）
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
人
物
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
む
し
ろ
逆
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
即
ち
、
二
〇
才
台
で
三

五
・
八
％
（
四
二
・
五
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
一
九
・
八
％
（
二
三
・
五
）
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
〇
才
台
で
は
一
七
．
九
％
（
二

一
二
二
）
、
四
〇
才
台
で
は
一
〇
・
七
％
（
一
二
・
七
）
と
著
し
く
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
保
守
政
党
支
持
者
に
通

有
の
特
性
た
る
地
元
意
識
は
、
年
令
層
の
い
ず
れ
を
問
は
ず
相
当
根
強
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
地
元
型
」
お
よ
び
「
人
物
＋
地

元
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
が
、
二
〇
才
台
お
よ
び
三
〇
才
台
で
そ
れ
ぞ
れ
三
五
・
八
％
（
二
二
・
二
）
、
四
〇
才
台
で
四
六
・
五
％
（
二
八
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・
九
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
四
三
・
O
％
（
二
六
・
七
）
と
い
う
相
当
高
い
比
率
を
占
め
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
ま
た

「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
〇
才
台
で
は
一
二
・
○
％
（
二
三
・
四
）
を
示
し
、
四
〇
才
台
に
比
べ
る
と
僅
か
に
四

・
○
％
の
低
率
と
な
っ
て
い
る
が
、
三
〇
才
台
は
六
・
O
％
（
二
・
七
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
三
〇
才
台
に
比
す
れ
ば
二
倍
の
比
率
と
な
り
、

ま
た
五
〇
才
以
上
台
で
は
一
七
・
四
％
（
三
三
・
八
）
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
分
析
し
て
も
、
同
地
域
の
保
守
政
党

支
持
者
は
、
総
体
的
に
、
中
年
層
が
若
年
層
や
老
年
層
に
比
し
て
、
そ
の
政
治
意
識
に
お
い
て
高
く
且
つ
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
革
新
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
が
、
二
〇
才
台
で
は
三
七
・
五
％
（
二
四
・
四
）
、
五
〇
才

以
上
台
で
は
六
〇
・
O
％
（
三
八
・
六
）
と
い
う
高
率
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
三
〇
才
台
で
は
三
五
・
七
％
（
二
三
・
O
）
、

更
に
四
〇
才
台
で
は
二
二
・
二
％
（
一
四
・
O
）
と
漸
減
し
、
五
〇
才
以
上
台
の
三
分
の
一
し
か
占
め
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
　
「
政
策
＋
人
物

型
」
投
票
行
動
に
お
い
て
も
、
五
〇
才
以
上
台
が
四
〇
才
台
に
対
し
て
僅
か
に
二
・
二
％
低
い
（
四
〇
才
台
1
二
二
・
二
％
〔
二
六
・
九
〕
、

五
〇
才
以
上
台
－
二
〇
・
O
％
〔
二
四
・
二
〕
）
の
み
で
、
二
〇
才
台
で
は
二
二
・
五
％
（
二
七
・
一
）
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
〇

才
台
で
は
一
七
・
九
％
（
二
丁
六
）
で
あ
る
か
ら
、
中
年
層
の
政
治
意
識
は
、
若
年
層
お
よ
び
老
年
層
の
そ
れ
に
比
べ
て
相
対
的
に
低
い
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
　
「
人
物
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
〇
才
台
で
三
〇
・
O
％
（
二
二
・
四
）
、

五
〇
才
以
上
台
で
は
二
〇
・
○
％
（
一
五
・
一
）
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
〇
才
台
で
は
三
九
・
三
％
（
二
九
・
三
）
、
四
〇
才
台
で

は
四
四
・
四
％
（
三
三
・
二
）
と
い
う
よ
う
に
相
当
に
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
右
の
推
論
を
証
明
す
る
重
要
な
事
実
で
あ
る
、

と
同
時
に
、
同
地
域
の
革
新
政
党
支
持
者
の
政
治
意
識
が
一
般
的
に
明
瞭
で
な
い
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
政
治
意
識
の
特
に
低

い
大
衆
の
陥
り
勝
ち
な
「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
が
二
〇
才
台
に
二
・
五
％
も
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
比
率
は
低
く

て
も
、
同
地
域
の
革
新
政
党
支
持
者
の
う
ち
で
も
特
に
若
年
層
の
政
治
意
識
が
明
確
で
な
い
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
個
　
横
川
町
の
場
合
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初
め
に
特
記
す
べ
き
は
、
他
地
域
住
民
に
比
べ
て
、
保
守
・
革
新
い
ず
れ
の
政
党
支
持
者
も
、
ま
た
い
ず
れ
の
年
令
層
も
、
そ
の
政
治
意
識

が
相
当
に
高
い
の
み
で
な
く
、
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
地
域
住
民
一
般
の
政
治
意
識
の
高
い
こ
と

を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
調
査
対
象
者
の
う
ち
に
支
持
政
党
不
明
者
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
も
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
か
く
の
如
く
他
地
域
住
民
よ
り
も
高
い
政
治
意
識
を
有
す
る
同
地
域
住
民
に
つ
い
て
も
、
支
持
政
党
別
に
彼
等
の
投
票
行
動
を
検

討
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
年
令
層
的
相
異
や
特
色
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
得
る
。

　
先
ず
保
守
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
最
も
低
く
、
二
〇
才
台
の
そ
れ
が
最
も
高
い
と
い
う
こ
と
が
判
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
両
年
令
層
の
中
間
に
四
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
が
順
次
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
等
の
投
票
行
動
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
す
る
と
、
三
〇
才
台
で
は
「
政
策
型
」
を
と
る
者
は
僅
か
に
八
・
三
％
（
一
二
・
○
）
で
あ
り
、
更
に
「
政
策
＋
人
物

型
」
を
と
る
者
を
考
慮
に
入
れ
て
も
三
三
・
三
％
し
か
見
出
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
二
〇
才
台
に
お
い
て
は
、
「
政
策
型
」
を
と
る
者
の
み

で
二
五
・
○
％
（
三
六
・
O
）
も
あ
り
、
更
に
「
政
策
＋
人
物
型
」
を
と
る
者
を
合
せ
る
と
、
二
〇
才
台
の
半
数
が
政
党
の
政
策
ま
た
は
政
党

の
政
策
と
関
連
せ
し
め
て
特
定
候
補
者
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
投
票
行
動
型
を
と
る
四
〇
才
台
お
よ
び
五
〇

才
以
上
台
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
者
は
四
一
・
七
％
、
後
者
は
三
八
・
九
％
を
示
し
て
い
る
の
で
、
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
こ
と
に
お
い
て
、

二
〇
才
台
が
最
も
明
瞭
で
あ
り
、
四
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
三
〇
才
台
が
最
も
低
迷
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
非
政
策
的
投
票
行
動
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
右
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
二
〇
才
台
で
は
五
〇

．
O
％
が
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
の
に
対
し
て
、
三
〇
才
台
で
は
六
六
・
七
％
、
四
〇
才
台
で
は
五
八
・
三
％
（
「
D
・
K
型
」
八
・
三

％
を
含
む
）
、
　
五
〇
才
以
上
台
に
お
い
て
は
六
六
・
一
％
（
「
D
・
K
型
」
五
・
六
％
を
含
む
）
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
革
新
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
年
令
層
に
よ
る
政
治
意
識
の
較
差
は
殆
ん
ど
な
い
が
、
敢
え
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
政
策
型
」

投
票
行
動
に
お
い
て
一
〇
〇
・
○
％
（
三
六
・
一
）
を
示
す
五
〇
才
以
上
台
の
政
治
意
識
が
最
も
高
く
且
つ
明
確
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
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う
か
。
し
か
し
、
二
〇
才
台
～
四
〇
才
台
に
お
い
て
も
非
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
は
皆
無
で
あ
り
、
　
「
政
策
型
」
を
と
る
以
外
は
す
べ
て

「
政
策
＋
人
物
型
」
を
と
る
の
み
で
な
く
、
二
〇
才
台
で
は
「
政
策
型
」
六
〇
・
○
％
（
一
二
・
四
）
・
「
政
策
＋
人
物
型
」
四
〇
・
○
％

（
三
二
・
五
）
、
　
三
〇
才
台
で
は
「
政
策
型
」
五
〇
・
○
％
二
八
・
四
）
・
「
政
策
＋
人
物
型
」
五
〇
．
O
％
（
四
〇
．
七
）
、
四
〇
才

台
で
は
「
政
策
型
」
六
六
・
七
％
（
二
四
・
一
）
・
「
政
策
＋
人
物
型
」
三
三
・
三
％
（
二
六
・
八
）
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず

れ
の
年
令
層
も
「
政
策
的
」
に
投
票
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
、
殊
更
に
年
令
層
に
よ
る
政
治
意
識
の
較
差
や
内
容
の
相
異
を
強
調
す
る
必
要

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
◎
　
大
隅
町
の
場
合

　
政
治
意
識
の
最
も
明
確
な
年
令
層
は
、
保
守
・
革
新
い
ず
れ
の
政
党
支
持
者
に
お
い
て
も
、
三
〇
才
台
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
尤

も
、
こ
の
こ
と
は
、
同
一
政
党
を
支
持
す
る
他
の
年
令
層
と
対
比
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
同
じ
三
〇
才
台
で
あ
っ
て
も
、
保
守
政
党
支
持

者
と
革
新
政
党
支
持
者
の
政
治
意
識
の
内
容
に
は
格
段
の
相
異
が
あ
る
こ
乏
は
後
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
治
意
識
の
最

も
低
調
な
年
令
層
は
両
政
党
支
持
者
共
に
四
〇
才
台
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
も
、
両
者
の
政
治
意
識
に
は
著
し
い
較
差
の

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
先
ず
保
守
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
で
は
二
一
・
四
％
1
「
政
策
型
」
一
〇
・
七
％

（
二
二
・
五
）
・
「
政
策
＋
人
物
型
」
一
〇
・
七
％
（
二
〇
・
四
）
、
三
〇
才
台
で
は
三
四
・
四
％
ー
「
政
策
型
」
一
五
・
六
％
（
三
二
・
八
）

・
「
政
策
＋
人
物
型
」
一
八
・
八
％
（
三
五
・
八
）
、
四
〇
才
台
で
は
一
七
・
九
％
i
「
政
策
型
」
一
〇
・
七
％
（
二
二
・
五
）
．
「
政
策
＋

人
物
型
」
七
・
二
％
（
二
二
・
八
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
二
六
・
三
％
1
「
政
策
型
」
一
〇
・
五
％
（
二
二
．
二
）
．
「
政
策
＋
人
物
型
」

一
五
・
八
％
（
三
〇
二
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
純
粋
に
政
党
の
政
策
を
支
持
し
て
投
票
し
た
者
は
、
各
年
令
層
を
通
じ
て
一
割
余
に
す
ぎ
ず
、

三
〇
才
台
の
み
が
僅
か
に
一
・
五
割
を
超
え
る
状
況
で
あ
る
か
ら
、
同
地
域
保
守
政
党
支
持
者
の
政
治
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は

推
論
に
難
く
な
い
。
彼
等
の
こ
の
よ
う
な
政
治
意
識
の
様
相
は
、
彼
等
の
い
か
に
多
く
が
非
政
策
的
な
動
機
に
基
づ
い
て
投
票
し
て
い
る
か
を
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分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き
る
。
即
ち
、
非
政
策
的
投
票
行
動
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
〇
才
台
で
は
七
八
・
六
％
i
「
人
物
型
」
六

七
・
九
％
（
四
五
・
六
）
・
「
地
元
型
」
七
・
一
％
二
五
・
八
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
三
・
六
％
（
六
・
二
）
、
三
〇
才
台
で
は
四
三
・

八
％
i
「
人
物
型
」
一
五
・
六
％
（
三
二
・
八
）
・
「
地
元
型
」
九
・
四
％
（
一
二
・
○
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
一
八
・
八
％
（
三
二
．
五

）
、
四
〇
才
台
で
は
七
一
・
四
％
1
「
人
物
型
」
三
九
・
二
％
（
二
六
・
三
）
・
「
地
元
型
」
七
・
二
％
（
一
六
・
一
）
・
「
入
物
＋
地
元
型
」

二
五
・
○
％
（
四
三
・
二
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
五
七
・
九
％
1
「
人
物
型
」
二
六
・
三
％
（
一
七
・
七
）
・
「
地
元
型
」
二
一
・
一
％

（
四
七
・
一
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
一
〇
・
五
％
（
一
八
・
一
）
と
い
う
よ
う
に
、
保
守
政
党
支
持
者
の
四
割
な
い
し
八
割
が
非
政
策
的
な

動
機
に
基
づ
い
て
投
票
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
彼
等
の
政
治
意
識
の
様
相
を
年
令
層
別
に
み
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
政
策
的
投
票
行

動
に
お
い
て
は
三
〇
才
台
が
最
高
率
の
三
四
・
四
％
を
示
し
、
他
方
非
政
策
的
投
票
行
動
に
お
い
て
は
最
低
率
の
四
三
・
八
％
を
占
め
て
い
る

か
ら
、
三
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
最
高
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
　
「
D
・
K
型
」
を
と
る
者
が
二
一
・
八
％
も
い
る
こ
と

を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
彼
等
の
政
治
意
識
も
必
ず
し
も
明
瞭
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
二
〇
才
台
で
は
、
未
だ
政
党
の
政
策

を
分
析
し
得
る
段
階
に
至
ら
な
い
た
め
に
候
補
者
の
政
見
や
人
物
そ
の
も
の
に
投
票
の
動
機
を
求
め
て
い
る
形
跡
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
政
策
型
」
を
と
る
者
が
僅
か
に
一
〇
・
O
％
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
「
人
物
型
」
が
六
七
・
九
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
で

き
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
各
地
域
の
同
年
令
層
の
保
守
政
党
支
持
者
の
投
票
行
動
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

四
〇
才
台
お
よ
び
五
〇
才
以
上
台
は
、
政
党
の
政
策
を
理
解
し
得
な
い
か
、
ま
た
は
理
解
へ
の
熱
意
を
欠
く
た
め
に
政
策
型
を
と
る
者
が
少
い

と
思
は
れ
る
が
、
同
時
に
、
彼
等
に
は
、
候
補
者
の
政
見
や
人
物
よ
り
も
、
地
元
意
識
に
立
ち
あ
る
い
は
候
補
者
と
地
元
と
の
結
び
つ
き
を
重
視

し
て
投
票
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
得
る
i
四
〇
才
台
三
二
・
二
％
、
五
〇
才
以
上
台
三
一
・
六
％
i
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、

「
政
策
型
」
こ
そ
低
率
を
示
し
て
い
る
が
、
　
「
人
物
型
」
に
お
い
て
著
し
く
高
率
を
占
め
て
い
る
二
〇
才
台
の
政
治
意
識
を
以
て
五
〇
才
以
上

台
の
そ
れ
よ
り
も
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
革
新
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
で
三
〇
・
七
％
（
二
二
・
四
）
、
三
〇
才
台
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で
五
五
・
六
％
（
四
〇
・
六
）
、
四
〇
才
台
で
二
二
・
二
％
（
一
六
・
一
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
二
八
・
六
％
（
二
〇
・
九
）
で
あ
り
、
「
政

策
＋
人
物
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
で
三
八
・
五
％
（
二
八
・
八
）
、
三
〇
才
台
で
四
四
・
四
％
（
三
三
・
二
）
、
四
〇
才
台

で
二
二
・
二
％
（
一
六
・
六
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
二
八
・
六
％
（
二
一
・
四
）
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
全
員
が
「
政
策
型
」
ま
た
は
「
政

策
＋
人
物
型
」
投
票
行
動
を
と
る
三
〇
才
台
の
政
治
意
識
は
た
し
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
等
に
し
て
な
お
四
四
・
四
％
の
「
政
策
＋

人
物
型
」
を
と
る
者
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
革
新
政
党
支
持
者
の
政
治
意
識
と
い
え
ど
も
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
い
・
得
な
い
証
拠
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
三
〇
才
台
以
外
の
各
年
令
層
に
つ
い
て
み
る
と
、
政
策
的
投
票
行
動
に
お
い
て
、
二
〇
才
台
i
六
九
・
二
％
、
四
〇
才

台
i
四
四
・
四
％
、
五
〇
才
以
上
台
－
五
七
・
二
％
で
あ
り
、
他
方
非
政
策
的
投
票
行
動
（
す
べ
て
「
人
物
型
」
）
に
お
い
て
、
二
〇
才
台
－

二
三
二
％
（
二
五
・
九
）
、
四
〇
才
台
1
二
三
・
四
％
（
二
六
・
二
）
、
五
〇
才
以
上
台
～
四
二
・
八
％
（
四
七
・
九
）
と
な
っ
て
い
る
が
、

四
〇
才
台
に
は
「
団
体
推
薦
型
」
を
と
る
者
が
二
二
・
二
％
あ
り
、
こ
れ
は
、
革
新
団
体
の
推
薦
客
体
が
必
ず
し
も
政
党
で
は
な
く
特
定
候
補

者
た
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
内
実
に
基
づ
け
ば
、
む
し
ろ
非
政
策
的
投
票
行
動
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
で
、
四
〇
才
台
の
そ

れ
は
五
五
・
六
％
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
各
年
令
層
の
政
治
意
識
の
高
低
の
順
位
は
、
二
〇
才
台
、
五
〇
才
以
上
台
そ
し
て
四
〇
才
台
と
判
定

し
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
◎
　
西
桜
島
村
の
場
合

　
同
地
域
住
民
の
政
治
意
識
の
特
異
性
を
具
体
的
に
み
る
と
、
革
新
政
党
支
持
者
は
各
年
令
層
（
四
〇
才
台
を
除
く
）
共
に
、
相
当
多
く
の
者

が
「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
二
〇
才
台
で
二
五
・
○
％
（
二
三
・
一
）
、
三
〇
才
台
で
三
三
・

三
％
（
三
〇
・
七
）
を
示
し
、
更
に
五
〇
才
以
上
台
で
は
五
〇
・
O
％
（
四
六
・
二
）
ま
で
が
「
D
・
K
型
」
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

他
地
域
の
革
新
政
党
支
持
者
で
「
D
・
K
型
」
を
と
る
者
は
、
政
治
意
識
の
未
だ
不
安
定
な
段
階
に
あ
る
二
〇
才
台
に
の
み
見
出
し
得
る
の
で

あ
る
か
ら
、
同
地
域
の
場
合
は
ま
さ
に
特
異
現
象
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ま
た
、
四
〇
才
台
に
革
新
政
党
支
持
者
が
皆
無
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
後
述
す
る
同
年
令
層
の
保
守
政
党
支
持
者
の
と
る
投
票
行
動
と
相
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侯
っ
て
、
同
地
域
住
民
の
政
治
意
識
の
低
調
性
に
決
定
的
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
等
が
、
社
会
的
地
位
や
市

民
的
生
活
に
お
い
て
定
安
し
、
従
っ
て
政
治
問
題
や
社
会
問
題
に
対
す
る
関
心
も
強
く
、
政
治
意
識
や
社
会
意
識
に
確
乎
た
る
信
念
を
持
つ
べ

き
年
令
層
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
生
活
の
安
定
ム
ー
ド
に
沈
潜
し
て
、
社
会
意
識
や
政
治
意
識
を
そ
の
裡
に
埋
没
さ
せ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
さ
て
、
同
地
域
住
民
の
政
治
意
識
を
支
持
政
党
別
に
各
年
令
層
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
保
守
政
党
支
持
者
に
お
い
て
は
、
三
〇
才
台
の
政

治
意
識
が
最
も
高
く
、
四
〇
才
台
の
そ
れ
が
最
も
低
い
。
そ
し
て
、
そ
の
中
間
に
五
〇
才
以
上
台
と
二
〇
才
台
が
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
革

新
政
党
支
持
者
に
お
い
て
は
、
四
〇
才
台
を
除
く
各
年
令
層
の
政
治
意
識
は
、
二
〇
才
台
の
そ
れ
が
最
高
で
あ
り
、
年
令
層
の
古
く
な
る
に
従

っ
て
低
下
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
判
る
。

　
こ
れ
を
・
先
ず
保
守
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
．
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
に
は
な
く
、
三
〇
才
台
で
一

一
・
八
％
（
二
八
・
八
）
、
四
〇
才
台
で
一
二
・
五
％
（
三
〇
・
五
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
一
六
・
七
％
（
四
〇
・
七
）
と
な
っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
型
の
投
票
行
動
の
分
析
の
み
か
ら
推
論
す
れ
ば
、
彼
等
の
政
治
意
識
は
年
令
層
の
古
い
程
高
く
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
政
治
意
識
の
判
定
は
、
諸
他
の
投
票
行
動
の
分
析
の
結
果
と
共
に
綜
合
的
に
行
な
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
に
立
っ
て
、
政
策

的
投
票
行
動
の
他
の
一
つ
で
あ
る
「
政
策
＋
人
物
型
」
投
票
行
動
を
分
析
す
る
と
、
二
〇
才
台
で
は
二
〇
・
○
％
（
三
二
・
二
）
、
三
〇
才
台
で

は
二
三
・
五
％
（
三
七
・
八
）
、
四
〇
才
台
で
は
六
・
二
％
（
九
・
九
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
一
二
・
五
％
（
二
〇
・
一
）
を
占
め
て
い
る
か

ら
、
政
策
的
投
票
行
動
は
、
結
局
二
〇
才
台
で
二
〇
・
O
％
、
三
〇
才
台
で
三
五
・
三
％
、
四
〇
才
台
で
一
八
・
七
％
、
五
〇
才
以
上
台
で
二

九
・
二
％
と
な
る
。
従
っ
て
、
三
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
最
高
で
あ
り
、
四
〇
才
台
の
そ
れ
が
最
低
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る

推
論
は
、
そ
の
占
め
る
割
合
が
大
き
け
れ
ば
そ
れ
程
政
治
意
識
の
低
さ
の
尺
度
と
な
る
非
政
策
的
投
票
行
動
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
書

き
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
保
守
政
党
支
持
者
の
非
政
策
的
投
票
行
動
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
〇
才
台
で
六
五
・
○
％
i
「
人
物

型
」
三
五
・
○
％
（
二
七
・
二
）
・
「
地
元
型
」
一
五
・
○
％
（
七
〇
・
八
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
　
一
五
・
O
％
（
一
九
・
六
）
、
三
〇
才
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台
で
五
二
・
九
％
：
「
人
物
型
」
三
五
・
三
％
（
二
七
・
四
）
・
「
地
元
型
」
な
し
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
　
一
七
・
六
％
（
二
三
・
O
）
、

四
〇
才
代
で
六
二
・
五
％
；
「
人
物
型
」
二
五
・
○
％
（
一
九
・
五
）
・
「
地
元
型
」
六
・
二
％
（
二
九
・
二
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
三
一

・
三
％
（
四
一
・
○
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
四
五
・
八
％
1
「
人
物
型
」
三
三
・
三
％
（
二
五
・
九
）
・
「
地
元
型
」
な
し
（
0
）
・
「
人
物

＋
地
元
型
」
二
一
・
五
％
（
一
六
・
四
）
で
、
五
〇
才
以
上
台
の
政
治
意
識
が
三
〇
才
台
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
て
最
上
位
に
あ
る
よ
う
に
思
は

れ
、
二
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
四
〇
才
台
の
そ
れ
よ
り
低
く
て
最
下
位
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
更
に
、
政
治
意
識
の
低
迷
状
態
に
あ
る
こ

と
を
表
象
す
る
投
票
行
動
た
る
「
D
・
K
型
」
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
か
か
る
見
地
に
立
っ
て
、
各
年
令
層
に
お
け
る
「
D
・
K
型
」

投
票
行
動
を
み
る
と
、
二
〇
才
台
で
一
五
・
O
％
（
一
二
・
六
）
、
三
〇
才
台
で
二
・
八
％
（
一
六
・
四
）
、
四
〇
才
台
で
一
八
．
八
％

（
二
六
・
六
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
二
五
・
O
％
（
三
五
・
四
）
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
非
政
策
的
投
票
行
動
と
の
関
連
に
お
い
て
綜
合

的
に
判
断
す
る
と
、
二
〇
才
台
で
は
八
○
・
O
％
、
三
〇
才
台
で
は
六
四
・
七
％
、
四
〇
才
台
で
は
八
一
・
三
％
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
七
〇

・
八
％
が
、
そ
れ
ぞ
れ
政
治
意
識
㊨
不
明
確
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
三
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
最
高
で
あ
り
、
以
下
五
〇
才
以

上
台
、
二
〇
才
台
、
四
〇
才
台
と
い
う
順
位
に
な
る
と
判
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
革
新
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
で
五
〇
・
○
％
（
四
二
・
八
）
、
三
〇
才
台

で
六
六
・
七
％
（
五
七
・
一
）
を
占
め
る
の
み
で
、
四
〇
才
台
に
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
革
新
政
党
支
持
者
は
全
然
な
く
、
ま
た
五
〇

才
以
上
台
に
は
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
を
見
出
し
得
な
い
。
従
っ
て
、
「
政
策
型
」
投
票
行
動
の
み
の
分
析
に
よ
る
と
、
三
〇
才
台
の

政
治
意
識
が
最
も
明
瞭
で
あ
り
、
次
い
で
二
〇
才
台
・
五
〇
才
以
上
台
の
順
位
と
な
る
が
、
更
に
「
政
策
＋
人
物
型
」
を
検
討
す
る
と
、
二
〇

才
台
で
は
二
五
・
○
％
（
三
三
・
三
）
を
示
し
て
い
る
が
、
三
〇
才
台
に
は
皆
無
で
あ
り
、
五
〇
才
以
上
台
で
は
五
〇
・
O
％
（
六
六

・
七
）
が
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
か
く
て
、
　
「
政
策
型
」
お
よ
び
「
政
策
＋
人
物
型
」
投
票
行
動
を
綜
合
す
る
と
、
二
〇
才
台

で
七
五
・
○
％
、
三
〇
才
台
で
六
六
・
七
％
、
五
〇
才
以
上
台
で
五
〇
・
○
％
が
、
そ
れ
ぞ
れ
政
策
的
投
票
行
動
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
検
討
す
れ
ば
、
二
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
最
高
の
段
階
に
あ
り
、
五
〇
才
以
上
台
の
そ
れ
が
最
低
位
に
あ
る
と
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い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
他
方
非
政
策
的
投
票
行
動
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
年
令
層
（
四
〇
才
台
を
除
く
）
に
も
、
こ

の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
は
い
な
い
。
即
ち
、
同
地
域
の
革
新
政
党
支
持
者
は
、
年
令
層
の
い
か
ん
を
問
は
ず
、
特
定
候
補
者
の
政
見
や
人

物
、
地
元
と
の
関
係
ま
た
は
地
元
意
識
に
基
づ
い
て
投
票
す
る
者
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、

彼
等
の
政
治
意
識
は
極
め
て
明
白
で
あ
り
、
横
川
町
の
革
新
政
党
支
持
者
の
政
治
意
識
に
匹
敵
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
反
面
、
既
に
分
析

し
た
よ
う
に
、
　
一
、
D
．
K
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
が
各
年
令
層
（
四
〇
才
台
を
除
く
）
に
見
出
さ
れ
る
（
二
五
％
～
五
〇
・
O
％
）
こ
と
は
、

同
じ
く
革
新
政
党
支
持
者
で
あ
っ
て
も
、
政
治
意
識
の
明
瞭
な
も
の
と
低
迷
し
て
い
る
者
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
彼
等
の
政
治
意
識
は
不
安
定
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
複
雑
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
亦
こ
・
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
南
種
子
町
の
場
合

　
一
般
的
に
は
、
保
守
．
革
新
の
い
ず
れ
の
政
党
支
持
者
に
お
い
て
も
、
ま
た
い
ず
れ
の
年
令
層
で
あ
っ
て
も
、
政
治
意
識
は
低
調
且
つ
閉
鎖

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
同
地
域
の
地
理
的
環
境
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
は
れ
る
（
註
1
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前

掲
拙
稿
剛
ま
え
が
き
〔
四
〇
頁
－
四
一
頁
〕
参
照
）
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
な
地
理
的
環
境
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
の
政
治
的
無
関
心
や
地
元
意
識
が

培
養
さ
れ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
年
令
層
別
に
政
治
意
識
を
検
討
す
る
と
、
保
守
・
革
新
の
い
ず
れ
の
政
党
支
持
者
に
お
い
て
も
、
三
〇
才
台
が
最
高
で
あ
り
、
五
〇

才
以
上
台
が
最
低
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
間
に
二
〇
才
台
堵
四
〇
才
台
と
か
位
置
し
て
い
る
が
、
特
に
、
五
〇
才
以
上
台
の
革
新

政
党
支
持
者
の
場
合
は
、
i
（
西
桜
島
村
の
同
年
令
層
の
同
党
支
持
者
に
「
D
・
K
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
が
多
い
〔
五
割
〕
た
め
に
そ
の
政

治
意
識
を
県
内
最
低
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
）
1
「
政
策
型
」
投
票
行
動
に
お
い
て
県
内
最
低
の
比
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

　
更
に
、
支
持
政
党
別
に
検
討
す
る
と
、
先
ず
保
守
政
党
支
持
者
に
お
い
て
は
、
　
「
政
策
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
で
は
一
五

．
八
％
（
＝
二
．
二
）
、
三
〇
才
台
で
は
二
七
・
八
％
（
五
四
・
八
）
を
示
し
て
い
る
が
、
四
〇
才
台
に
は
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
者
は
い
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な
い
し
、
ま
た
五
〇
才
以
上
台
で
は
七
・
一
％
（
一
四
・
○
）
し
か
占
め
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
型
の
投
票
行
動
の
み
に
つ
い

て
い
え
ば
、
四
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
最
低
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
更
に
「
政
策
＋
人
物
型
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
〇
才
台
で
一

〇
・
五
％
（
一
七
・
五
）
、
三
〇
才
台
で
一
一
・
一
％
二
八
・
五
）
、
四
〇
才
台
で
三
一
・
二
％
（
五
二
二
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
七
・

一
％
（
一
一
・
二
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
型
の
投
票
行
動
を
と
る
の
で
、
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
結
局
、
二
〇
才
台
で
二
六
・
三
％
、

三
〇
才
台
で
三
八
・
九
％
、
四
〇
才
台
で
三
一
・
二
％
、
五
〇
才
以
上
台
で
一
四
・
二
％
と
な
る
。
従
っ
て
、
政
治
意
識
の
最
も
明
確
な
年
令

層
は
三
〇
才
台
で
あ
り
、
次
い
で
二
〇
才
台
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
四
〇
才
台
と
五
〇
才
以
上
台
の
政
治
意
識
の
優
劣
を

ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
は
確
か
に
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
政
策
型
」
と
「
政
策
＋
人
物
型
」
と
を
綜
合
し
た
比
率
に
お
い
て
は
、
四
〇
才

才
台
が
三
一
・
二
％
を
占
め
る
の
に
対
し
て
、
五
〇
才
以
上
台
は
僅
か
に
一
四
・
二
％
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
四
〇
才
台
の
政
治

意
識
に
優
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
四
〇
才
台
の
占
め
る
三
丁
二
％
は
す
べ
て
「
政
策
＋
人
物
型
」
で
あ
っ
て

「
政
策
型
」
を
と
る
者
は
皆
無
で
あ
る
が
、
五
〇
才
以
上
台
に
は
、
た
と
え
占
め
る
比
率
は
小
さ
く
て
も
（
七
二
％
）
、
政
治
意
識
の
最
も

明
瞭
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
五
〇
才
以
上
台
の
政
治
意
識
に
優
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
も
あ
り
得
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
五
〇
才
以
上
台
の
占
め
る
「
政
策
型
」
は
「
政
策
＋
人
物
型
」
と
共
に
僅
少
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
四
〇
才
台
の
占
め
て

い
る
「
政
策
＋
人
物
型
」
は
、
同
年
令
層
の
投
票
行
動
全
体
の
三
割
以
上
を
占
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
，
「
政
策
＋
人
物
型
」
投
票
行
動
の
性
質

と
も
相
侯
っ
て
、
四
〇
才
台
の
政
治
意
識
を
五
〇
才
以
上
台
の
そ
れ
よ
り
も
上
位
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て

政
治
意
識
の
様
相
に
つ
い
て
の
検
討
が
成
就
し
た
の
で
は
な
く
、
更
に
非
政
策
的
投
票
行
動
を
分
析
し
て
、
綜
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
〇
才
台
で
は
五
七
・
九
％
1
「
人
物
型
」
二
六
・
六
％
（
二
四
・
六
）
・
「
地
元
型
」
一
〇
・
五
％

（
三
一
・
六
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
二
一
・
一
％
（
二
・
三
）
、
三
〇
才
台
で
は
五
〇
・
○
％
i
「
人
物
型
」
三
三
・
三
％
（
ゴ
コ
・
二
）

・
「
地
元
型
」
五
・
六
％
（
一
六
・
九
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
二
・
一
％
（
二
一
・
五
）
、
四
〇
才
台
で
は
六
二
．
五
％
i
「
人
物
型
」

一
八
・
七
％
（
一
七
・
六
）
・
「
地
元
型
」
六
・
三
％
（
一
九
・
O
）
　
「
人
物
＋
地
元
型
」
三
七
・
五
％
（
三
八
・
一
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
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は
六
八
・
○
％
1
「
人
物
型
」
二
八
・
六
％
（
二
六
・
六
）
・
「
地
元
型
」
一
〇
・
八
％
（
三
二
・
五
）
・
「
人
物
＋
地
元
型
」
二
八
・
六
％

（
二
九
・
一
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
非
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
の
最
も
少
い
三
〇
才
台
の
政
治
意
識
が
最
高
で
あ
り
、
以
下
二
〇
才

台
、
四
〇
才
台
、
五
〇
才
以
上
台
の
順
位
と
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
な
お
、
政
治
意
識
の
閉
鎖
性
の
強
い
こ
と
は
、
　
「
地
元
型
」

お
よ
び
「
人
物
＋
地
元
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
が
、
二
〇
才
台
で
三
］
・
六
％
、
三
〇
才
台
で
一
六
・
七
％
（
二
〇
才
台
お
よ
び
三
〇
才
台

の
革
新
政
党
支
持
者
と
同
率
で
、
同
地
域
中
最
低
比
率
）
、
四
〇
才
台
で
四
三
・
八
％
、
五
〇
才
台
で
三
九
・
四
％
と
い
う
高
率
を
示
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
証
明
で
き
る
。

　
次
に
革
新
政
党
支
持
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
は
、
二
〇
才
台
で
六
六
・
六
％
1
「
政
策
型
」
三
三
・
三
％
（
二

六
・
七
）
・
「
政
策
＋
人
物
型
」
三
三
・
三
％
（
四
五
・
二
）
、
三
〇
才
台
で
も
同
じ
く
六
六
・
七
％
1
「
政
策
型
」
五
〇
・
O
％
（
四
〇
．

○
）
・
「
政
策
＋
人
物
型
」
一
六
・
七
％
（
二
二
・
六
）
、
四
〇
才
台
に
お
い
て
三
三
・
四
％
1
「
政
策
型
」
一
六
・
七
％
（
コ
テ
三
）
．

「
政
策
＋
人
物
型
」
｝
六
・
七
％
（
二
二
・
六
）
、
五
〇
才
台
で
二
五
・
○
％
1
「
政
策
型
」
の
み
二
五
・
五
％
（
二
〇
・
O
）
で
「
政
策
＋

人
物
型
」
な
し
ー
で
あ
っ
て
、
政
策
的
投
票
行
動
に
お
い
て
は
二
〇
才
台
と
三
〇
才
台
の
間
に
は
較
差
は
な
い
が
、
前
者
は
、
　
「
政
策
型
」
投

票
行
動
に
お
い
て
三
三
・
三
％
、
後
者
は
五
〇
・
○
％
を
占
め
て
い
る
の
で
、
三
〇
才
台
の
政
治
意
識
に
優
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
二
〇
才
台
お
よ
び
四
〇
才
台
に
お
い
て
は
、
　
「
政
策
型
」
と
「
政
策
＋
人
物
型
」
と
が
相
半
ば
し
て
い
る
が
、
三
〇
才
台
に
お
い
て
は
、

前
者
が
後
者
を
は
る
か
に
凌
駕
し
、
特
に
五
〇
才
台
に
お
い
て
は
、
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
こ
そ
最
下
位
で
あ
る
が
、
彼
等
に
お
い
て
は

「
政
策
＋
人
物
型
」
を
と
る
者
は
他
の
年
令
層
と
異
っ
て
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
策
的
行
動
を
と
る
者
で
あ
る
限
り
、
五
〇
才
台
は

す
べ
て
明
瞭
な
政
治
意
識
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
面
、
革
新
政
党
支
持
者
で
非
政
策
的
投
票
行
動

を
と
る
者
が
、
二
〇
才
台
で
三
三
・
四
％
i
「
人
物
型
」
一
六
・
七
％
（
九
・
六
）
・
「
地
元
型
」
一
六
・
七
％
（
五
〇
・
O
）
・
「
人
物
＋

地
元
型
」
な
し
、
三
〇
才
台
で
三
三
・
三
％
1
「
人
物
型
」
一
六
・
六
％
（
九
・
四
）
・
「
地
元
型
」
一
六
・
七
％
（
五
〇
・
○
）
・
「
人
物

＋
地
元
型
」
な
し
、
四
〇
才
台
で
六
六
・
六
％
ー
「
人
物
型
」
の
み
（
三
八
・
一
）
、
五
〇
才
以
上
台
で
七
五
・
○
％
1
「
人
物
型
」
の
み
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七
五
・
O
％
（
四
二
・
九
）
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
二
〇
才
台
お
よ
び
三
〇
才
台
で
は
政
策
的
投
票
行
動
を
と
る
者
の
五
割
に
す
ぎ
な

い
が
、
四
〇
才
台
で
は
二
倍
、
更
に
五
〇
才
以
上
台
で
は
三
倍
の
多
き
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
等
の
政
治
意
識
の
低
劣
さ
を
裏
書

き
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
同
時
に
、
二
〇
才
台
お
よ
び
三
〇
才
台
に
「
地
元
型
」
投
票
行
動
を
と
る
者
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
比
較
的
に
若

年
層
の
革
新
政
党
支
持
者
に
す
ら
近
視
眼
的
な
地
元
意
識
が
根
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
傾
向
は
、

能
う
限
り
近
き
将
来
に
払
拭
さ
れ
な
け
れ
ば
、
政
党
政
治
の
健
全
な
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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